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世
界
の
農
業
の
９
割
以
上
が
小
規
模
・
家
族
農
業

　

国
連
の
「
家
族
農
業
の
10
年
」
が
２
０
１
９
年
５
月
29
日
、
ロ
ー
マ
で
開

幕
し
ま
し
た
。
２
０
１
７
年
12
月
の
国
連
総
会
で
日
本
政
府
も
共
同
提
案
国

に
な
り
全
会
一
致
で
可
決
さ
れ
た
こ
の
「
家
族
農
業
の
10
年
」
は
、
２
０
１

９
～
28
年
の
間
に
、
国
連
加
盟
各
国
で
家
族
農
業
を
中
心
と
し
た
農
業
政
策

を
実
現
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
国
連
の
啓
発
活
動
で
す
。

　

国
連
は
、
持
続
可
能
な
開
発
目
標
（
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
）
を
掲
げ
て
お
り
、
持
続

可
能
な
農
と
食
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
世
界
の
食
料
の
８
割
を
生
産
す
る

家
族
農
業
が
そ
の
役
割
を
発
揮
で
き
る
環
境
を
整
え
る
必
要
が
あ
る
た
め
で

す
。

　

国
連
の
い
う
「
家
族
農
業
」
と
は
、「
家
族
が
経
営
す
る
農
林
水
産
業
で

あ
り
、
男
女
の
家
族
労
働
力
を
主
と
し
て
用
い
て
実
施
さ
れ
る
も
の
」
と
定

義
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
農
業
と
い
っ
て
も
林
業
、
漁
業
、
牧
畜
な
ど
が

含
ま
れ
て
い
ま
す
。
世
界
の
農
業
経
営
体
の
72
％
は
１
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満
、

85
％
は
２
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満
の
小
規
模
経
営
で
す
。
世
界
大
に
み
る
と
小
規

模
・
家
族
農
業
の
農
業
経
営
体
が
９
割
以
上
を
占
め
て
い
る
の
で
す
。

　

日
本
に
と
っ
て
も
、
国
連
の
「
家
族
農
業
の
10
年
」
は
大
き
な
意
義
を
も

っ
て
い
ま
す
。
日
本
農
業
の
現
状
を
み
る
と
、
自
給
率
の
低
下
、
担
い
手
の

高
齢
化
、
耕
作
放
棄
地
の
拡
大
と
鳥
獣
害
等
に
直
面
し
、
さ
ら
に
気
候
変
動

に
よ
る
も
の
と
み
ら
れ
る
災
害
に
見
舞
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

国
際
的
な
政
策
議
論
の
中
で
、
日
本
で
も
家
族
農
林
漁
業
を
中
心
と
し
た

政
策
に
転
換
し
て
い
く
契
機
と
な
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

６
月
14
日
に
設
立
記
念
フ
ォ
ー
ラ
ム

　
「
家
族
農
林
漁
業
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
・
ジ
ャ
パ
ン
」
設
立
を
記
念
す
る

フ
ォ
ー
ラ
ム
が
、
６
月
14
日
、
衆
議
院
第
一
議
員
会
館
国
際
会
議
室
で
開
か

キャップ

 国連「家族農業の 10年 2019－2028」のための民間組織 

本会も加入 
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れ
ま
し
た
。

　

挨
拶
に
立
っ
た
の
は
代
表
を
務

め
る
こ
と
に
な
っ
た
村
上
真
平
さ

ん
（
愛
農
会
理
事
長
）、
副
代
表

の
二
平
章
さ
ん
（
Ｊ
Ｃ
Ｆ
Ｕ
全
国

沿
岸
漁
民
連
絡
協
議
会
・
事
務
局

長
）。
次
に
、
特
別
講
演
「
国
連

の
呼
び
か
け
」
と
い
う
題
で
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
Ｍ
・
ボ
リ
コ
（
国
連
食
糧
農

業
機
関
（
Ｆ
Ａ
Ｏ
）
駐
日
連
絡
事
務
所
長
）
が
ス
ピ
ー
チ
を
行
い
ま
し
た
。

　

第
６
回
世
界
家
族
農
業
会
議
（
ス
ペ
イ
ン
・
ビ
ル
バ
オ
）
に
参
加
し
た
関

根
佳
惠
さ
ん
（
愛
知
学
院
大
学
）・
斎
藤
博
嗣
さ
ん
（
農
家
）
の
報
告
、
事

務
局
を
担
う
笹
渡
義
夫
さ
ん
（
農
民
運
動
全
国
連
合
会
）
か
ら
の
ス
ピ
ー
チ

が
あ
り
、
国
連
「
家
族
農
業
10
年 

２
０
１
９ 
― 
２
０
２
８
」
の
た
め
の
民

間
組
織
と
し
て
の
ス
タ
ー
ト
を
切
り
ま
し
た
。　

　

こ
の
記
録
動
画
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
Ｙ
Ｏ
Ｕ
Ｔ
Ｕ
Ｂ
Ｅ
で
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
さ
ら
に
知
り
た
い
方
の
た
め
の
参
考
文
献
】

１
． 

小
規
模
・
家
族
農
業
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
ジ
ャ
パ
ン
編
『
よ
く
わ
か
る
国
連

「
家
族
農
業
の
10
年
」
と
「
小
農
の
権
利
宣
言
」』
農
文
協
、
２
０
１
９
年
。

２
． 

国
連
世
界
食
料
保
障
委
員
会
専
門
家
ハ
イ
レ
ベ
ル
・
パ
ネ
ル
『
家
族
農
業
が

世
界
の
未
来
を
拓
く
』
農
文
協
、
２
０
１
４
年
。

※
日
本
有
機
農
業
研
究
会
主
催
の
「
小
農
・
家
族
農
業
研
究
会
」
の
講
演
記
録

「
２
０
１
９
年
３
月
８
日　

酒
井
富
夫
先
生
「
家
族
農
業
経
営
の
変
容
と
展
望

を
め
ぐ
っ
て
」（
Ａ
４
本
文
30
ペ
ー
ジ
、
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
）
が
で
き
ま
し
た
。

ご
希
望
の
方
は
、
日
本
有
機
農
業
研
究
会
事
務
局
ま
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

チャールズ・Ｍ・ボリコ
ＦＡＯ駐日連絡事務所長

キャップ

キャップ

第４章　小規模農業－投資のための戦略的アプローチ－
訳者あとがき

人口・食料・資源・環境　

家族農業が世界の未来を拓く
― 食料保障のための小規模農業への投資

国連世界食料保障委員会専門家ハイレベル・パネル 著
家族農業研究会 共訳
農林中金総合研究所 共訳
発行：農山漁村文化協会（農文協）2014 年

目次
日本語版への序文
序文　小規模農業への投資
－食料保障と栄養供給のための
新政策－　要約と勧告
序章
第１章　小規模農業と投資
第２章　なぜ、小規模農業へ投資
するのか
第３書　どのような投資が必要か
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　21 世紀に入って 20 年近くが経過しましたが、人類はいまだに持続可能な社会を構築することができていません。
それどころか、私たちの目の前に広がる世界は、経済、社会、環境のいずれの点においても深刻な問題をはらんで
います。こうした現状から脱却するために、国際社会は 2030 年までに持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）を達成する
ことを目指しています。
　持続可能な農と食のあり方を実現するために、国際連合 ( 以下国連 ) 総会は 2017 年 12 月に、国連の「家族農業
の 10 年」（2019 ～ 2028 年）を設置することを全会一致で決定しました。このとき、日本政府は議案の共同提案国
になっています。これにより、国連加盟国は、家族農業を中心とした農業関連政策の策定・強化・実施を通じて、
家族農業がＳＤＧｓに貢献できる環境を整え義務を負うことになりました。
　国連は、ＳＤＧｓに掲げられた目標「飢餓をゼロに」を達成し、食料安全保障および栄養改善、気候変動に強い
持続可能な農業を実現するためには、国連の「家族農業の 10 年」を通した行動が欠かせないとしています。多くの
食料を海外からの輸入に頼り、食料・農業・農村政策に課題を抱える日本においても、既存の政策の再検討と再構
築が求められます。
　家族農業は、決して農業だけの問題ではありません。国連では、家族農業を「家族が経営する農業、林業、漁業・
養殖、牧畜であり、男女の家族労働力を主として用いて実施されるもの」と定義しています。家族農業は、世界の
農場数の 90％以上を占め、世界の食料の 80％以上を供給しており、食料保障および食料主権の実現において中心
的役割を果たしています。また、世界の家族漁業は漁業経営全体の 90％を占めており、私たちが消費する魚介類の
60％以上を供給しています。林業においても、小規模な自伐型林業の価値が見直されています。
　家族労働力を主体とする農業経営では、経営目標が家計の維持、農業経営とコミュニティの存続に置かれること
が多く、その点で短期的利潤を第一義的に追及する企業型農業とは異なります。また、現代では家族関係のあり方
も大きく変化しており、新しい時代に合わせて柔軟に変化するのが家族農業です。
　さらに、国連総会は 2018 年 12 月に「農民（小農）と農村で働く人びとに関する権利 国連宣言」（通称：農民 ( 小農 )
の権利宣言）を賛成多数で可決しました。農民と農村で働く人びとの食料主権、種子への権利、土地への権利、団
結権等を保障するこの宣言は、農民自身が謳いあげた権利宣言として世界中で歓迎されています。同宣言における
農民（小農）の定義は、「家族および世帯内の労働力、ならびに貨幣を介さないその他の労働力に大幅に依拠し、土
地に対して特別な依存状態や結びつきを持った人を指す」としており、家族農業とも重なる概念として理解するこ
とができます。国連の「家族農業の 10 年」でも、同宣言に謳われている諸権利の実現が求められます。
　現在の日本の農林水産業は、大幅な輸入依存と自給率の低下、担い手の高齢化、耕作放棄地の拡大、鳥獣害、漁
業資源の減少、山地における大規模な土砂崩れや深層崩壊等に直面し、持続可能な姿とはほど遠い状況です。こう
した中で、国連の「家族農業の 10 年」は、国際社会がめざ新たな潮流に学び、日本でも家族農林漁業を中心とした
関連諸政策への転換をめざす契機となると考えられます。
　家族農林漁業プラットフォーム・ジャパンは、国連の呼びかけに呼応した日本の関係者が、2019 年６月に設立し
ました。本プラットフォームは、国連の「家族農業の 10 年」の国際運営委員会と連携して、国内における家族農林
漁業を中心とした食料・農業・農村関連政策の実現を通じて、持続可能な社会の実現に寄与することを目的として、
以下の活動を実施します。

(1) 国際連合の「家族農業の 10 年」に関する啓発活動（シンポジウム、講演会、学習会の開催、出版、広報活動等）
(2) 日本の食料・農業・農村関連政策に関する政策提言および政府との対話
(3) 日本における行動計画（ナショナル・アクションプラン）の策定
(4) 日本における行動計画の達成度のモニタリングと結果の国際連合への報告
(5) 国際連合および国際社会の動向に関する情報の共有
(6) 日本における本組織の活動の世界への発信
(7) その他、本組織の目的達成に必要な事業
　
　本プラットフォームでは、私たちの活動の趣旨に賛同し、ともに活動する団体会員および個人会員を募集してお
ります。ぜひ、私たちのプラットフォームにご参加ください。持続可能な社会にむけて、次世代に残す未来にむけて、
今日から一緒に希望の種子 ( たね ) をまきましょう！
 2019 年６月

家族農林漁業プラットフォーム・ジャパン
代表 村上真平 ( 公社全国愛農会・会長 )

副代表 二平章 (JCFU 全国沿岸漁民連絡協議会・事務局長 )

家族農林漁業プラットフォーム・ジャパン 趣意書


